
 

〇はじめに 

今年は梅雨明けが早く、平年と比べて暑

い時期が長く続くのに加えて気温も平年よ

りも高いとされています。愛知県内でも、７

月に入って熱中症により救急搬送される人

が大幅に増えています。本稿では熱中症が

発生した際の対応と熱中症を予防するため

の対策について簡単に解説します。 

 

〇熱中症の症状と対応 

 

 熱中症は症状によってⅠ度～Ⅲ度に分け

られますが、熱中症対策はⅠ度のうちに講

じることが大切です。Ⅱ度以上は休業を要

することもあり、Ⅲ度では多くの方が帰ら

ぬ人となります。 

 万が一熱中症が発生したら、涼しい場所

で衣類をゆるめ、体を冷やして経口補水液

を与えます。ただ、少しでも様子がおかし

いと感じたら躊躇せず救急車を呼んでくだ

さい。熱中症により死亡したケースを見る

と「休ませて様子を見ていたところ容体が

急変した」などのケースもあり、始めのうち

は大丈夫そうに見ても容体が急激に悪化す

る場合もあります。熱中症と思われる作業

者については決して１人にせず、健康管理

を適切に行ってください。 

 

〇熱中症の発生を防ぐための対策 

熱中症の発生を防ぐためには、職場に熱

中症発症のリスクがどれほどあるのか把握

することが重要になります。そのリスクを

把握するのに便利なのがＷＢＧＴ値（暑さ

指数）の測定です。測定した値がＷＢＧＴ基

準値を超える場合はＷＢＧＴ値を下げるた

めの対策が必要になります。例えば通風・冷

房設備の設置といった設備面での対策やＷ

ＢＧＴ値が基準値を大幅に超える場合には

作業を控えるなどの対策が考えられます。 

熱中症予防の基本的な対策である水分・

塩分補給については作業者任せにせず、事

業者が水分・塩分補給の時間を決め、作業者

が確実に水分・塩分補給できる体制を構築

することが重要です。 

 

〇最後に 

職場の熱中症対策につい

て詳しくは右リーフレット

で解説しています。リーフレ

ットは下記リンクに掲載し

ておりますので、熱中症対策

について知りたいという方はぜひご覧くだ

さい。また、ご不明な点があればお気軽に岡

崎労働基準監督署西尾支署監督・安衛課（☏

0563-57-7161）にお電話ください 

リーフレットリンク（https://jsite.mhlw.

go.jp/aichi-roudoukyoku/jirei_toukei/a

nzen_eisei/nettyusho.html） 
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